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　 　 【 請 求 項 １ 】
　
　

　
　

　 Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 に お い て 、
　
　

　

　
こ と を 特 徴 と す る Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 。

　 　 【 請 求 項 ２ 】
　

　 　 【 請 求 項 ３ 】
　

被 検 体 に Ｘ 線 を 照 射 す る Ｘ 線 源 と 、
前 記 被 検 体 を 挟 ん で 前 記 Ｘ 線 源 と 対 向 配 置 さ れ 、 Ｘ 線 源 の ビ ー ム の 幅 方 向 に 検 出 素 子 が

複 数 チ ャ ン ネ ル 配 置 さ れ 、 前 記 被 検 体 の 透 過 Ｘ 線 を 投 影 デ ー タ と し て 検 出 す る Ｘ 線 検 出 器
と 、

前 記 Ｘ 線 検 出 器 と Ｘ 線 源 を 連 続 回 転 さ せ る ス キ ャ ナ と 、
前 記 ス キ ャ ナ に よ り Ｘ 線 検 出 器 と Ｘ 線 源 を 連 続 回 転 さ せ な が ら 該 Ｘ 線 源 か ら Ｘ 線 を 照 射

し 、 複 数 方 向 の 投 影 デ ー タ を 取 り 込 み 、 該 取 り 込 ま れ た 投 影 デ ー タ に 基 づ い て 画 像 を 再 構
成 す る 再 構 成 手 段 と 、

該 再 構 成 さ れ た 画 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 と 、 を 備 え た
前 記 被 検 体 の 関 心 領 域 を 設 定 す る 関 心 領 域 設 定 手 段 と 、
前 記 設 定 さ れ た 関 心 領 域 の み に Ｘ 線 照 射 さ れ る よ う に 前 記 ス キ ャ ナ の 連 続 回 転 中 に 前 記

Ｘ 線 源 の ビ ー ム の 幅 方 向 に 前 記 Ｘ 線 照 射 範 囲 を 制 限 す る 制 限 手 段 と 、
前 記 制 限 手 段 に よ っ て 制 限 さ れ た Ｘ 線 照 射 範 囲 に よ り 前 記 Ｘ 線 検 出 器 の チ ャ ン ネ ル 配 置

方 向 の 一 片 側 の 検 出 素 子 で 得 ら れ る は ず の 投 影 デ ー タ を 、 同 じ Ｘ 線 透 過 パ ス を 通 る 前 記 Ｘ
線 検 出 器 の チ ャ ン ネ ル 配 置 方 向 の 他 片 側 の 検 出 素 子 で 得 ら れ た 投 影 デ ー タ に 置 換 す る 投 影
デ ー タ 置 換 手 段 と 、 を 備 え 、

前 記 再 構 成 手 段 は 、 前 記 置 換 さ れ た 投 影 デ ー タ と 前 記 取 り 込 ま れ た 投 影 デ ー タ に 基 づ い
て 画 像 を 再 構 成 す る

前 記 関 心 領 域 設 定 手 段 に よ っ て 設 定 さ れ る 関 心 領 域 は 円 形 で あ り 、
　 前 記 制 限 手 段 は 、 前 記 円 形 の 関 心 領 域 の 半 径 に 合 わ せ て 前 記 Ｘ 線 照 射 範 囲 を 制 限 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 。

前 記 表 示 手 段 は 、 前 記 被 検 体 全 体 の 画 像 に 前 記 関 心 領 域 の 画 像 を 重 ね て 表 示 す る 、 又 は
前 記 被 検 体 全 体 の 画 像 の 隣 に 前 記 関 心 領 域 の 拡 大 画 像 を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 又 は ２ の 何 れ か に 記 載 の Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 。
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